
弁護士法の一部改正
－弁護士制度の改革－

弁護士法の一部改正
－弁護士制度の改革－

公務就任の制限の撤廃及び営利業務従事の制限の緩和

改正前（改正前の弁護士法第３０条） 改正後

○常勤公務員との兼職の原則禁止

○兼職中の弁護士業務の禁止

弁護士の公務就任の制限
（第１項、第２項）

許可制

弁護士の営利業務の従事
（第３項）

弁護士法上の

制限を撤廃

届出制

報酬規定の削除

綱 紀 懲 戒 手 続 の 整 備

非弁護士による法律事務の取扱い禁止の例外

報酬規定を日弁連、弁護士会の
会則の必要的記載事項としている。

報酬規定を日弁連、弁護士会の
会則の必要的記載事項としている。

改正前（改正前の弁護士法第３３条第２項８号等）

報酬規定を会則の必要的
記載事項から削除

報酬規定を会則の必要的
記載事項から削除

改正後

改正前

委員は弁護士のみ

会則上の機関

弁護士会の綱紀委員会

日弁連の綱紀委員会

弁護士以外の委員(裁判官・検察官・学
識経験者)を追加する。

法律上の機関とする。

日弁連に綱紀審査会を創設する。
（学識経験者１１人で構成）

改正後

非弁護士による法律事務の取扱いを禁止する弁護
士法第７２条の例外には弁護士法以外の法律にお
いて定められているものがあるが、同条の規定には
これが明記されていない。

非弁護士による法律事務の取扱いを禁止する弁護
士法第７２条の例外には弁護士法以外の法律にお
いて定められているものがあるが、同条の規定には
これが明記されていない。

弁護士法第７２条ただし書を
改正して明確化する。

弁護士法第７２条ただし書を
改正して明確化する。

改正前 改正後


